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仙台理容美容専門学校学則 
 

 

 

第１章  総  則 
 

【目 的】 

第１条  本校は、教育基本法及び学校教育法並びに理容師法・美容師法に基づき、理容師・美容師と

して専門知識及び技能を修得させ、あわせて広く社会人としての教育を培い、以って有能な人

材を養成し、社会・文化の発展と公衆衛生の向上に貢献できる心身共に健全な理容師・美容師

を育成することを目的とする。 

 

【開設者】 

第２条  本校の開設者は次のとおりとする。 

社会福祉法人 仙台市社会事業協会 

仙台市青葉区葉山町８番１号 

 

【名称及び所在地】 

第３条  本校の名称及び所在地は次のとおりとする。 

仙台理容美容専門学校 

仙台市太白区富沢南２丁目１８番１号 

 

 

 

 

第２章 課程・修業年限・定員及び休校 
 

【課程学科及び定員】 

第４条  本校の課程・学科・修業年限及び定員は次のとおりとする。 

 学科名 課程名 修業年限 入学定員 総定員 学級数 

衛

生

課

程 

理容科 
専門課程 ２ヶ年 ２０人 ４０人 ２ 

美容修得者課程 １ヶ年 ２０人 ２０人 １ 

美容科 
専門課程 ２ヶ年 １５５人 ３１０人 ８ 

理容修得者課程 １ヶ年 １０人 １０人 １ 

    ※各学級の定数は１学級につき４０名を基準とする。 

 

【学 期】 

第５条 本校の学期を１年時、２年時とも次のとおりとする。 

学期 専門課程の理容科・美容科共 

前期 
自  ４月  １日 

至  ９月 ３０日 

後期 
自 １０月  １日 

至  ３月 ３１日 
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【休 日】 

第６条  本校の休日は次のとおりとする。 

（１）土曜日・日曜日 

（２）国民の祝日に関する法律に規定する休日 

（３）開校記念日    １１月９日 

（４）夏季休校   自  ７月２１日  至 ８月２０日 

（５）冬季休校   自 １２月２５日  至 １月 ７日 

（６）学期末休校  自  ３月２１日  至 ４月 ８日 

（７）その他校長が特に必要と認める日 

（８）前項にかかわらず校長は休日中であっても実習を課すことができる。 

 

 

 

 

第３章 教育課程・授業時間及び教職員の組織 
 

【教育課目及び単位数】 

第７条  本校の教育課目及び単位数は別表１のとおりとする。 

 

【授業時間】 

第８条  本校の始業及び終業時間は次のとおりとし、１校時５０分とする。 

午前９時１０分から午後３時５５分まで。 

総授業時間は、２年間で２０１０時間とする。 

始業及び終業時刻については、教育上必要と認める場合に変更することがある。 

 

【教職員の組織】 

第９条  本校に次の職員をおく。 

（１）校   長   １名 

（２）副  校  長   １名 

（３）教   頭   １名 

（４）事 務 長   １名 

（５）教 務 主 任   １名 以上 

（６）主   任   ３名 以上 

（７）教   員  １２名 以上 

（８）事 務 職 員   １名 以上 

（９）講師(非常勤)  １０名 以上 

２．校長は校務を統括し所属職員を監督する。副校長は校長を補佐し、校長に事故がある時、ま

たは不在の時はその職務を代理し、校長が欠けた時はその職務を行う。教頭は校長（副校長）

を補佐し、教務主任は教頭を補佐する。 

３．教員及び講師は担当教科の指導及び生徒の生活指導に当たる。 

４．教職員は学校業務に必要な事務を主掌する。 
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第４章 入学・休学・退学・卒業及び賞罰 
 

【入学資格】 

第１０条  本校の入学資格は次のとおりとする。 

（１）高等学校又は中等教育学校を卒業した者 

（２）外国において学校教育における１２年間の課程を修了した者又はこれに準ずる者で

文部科学大臣の指定した者 

（３）文部科学大臣が高等学校の課程に相当する課程を有する者として指定した在外教育

施設の当該課程を修了した者 

（４）高等学校卒業程度認定試験に合格した者 

（５）修学年限が３年の専修学校の高等課程を修了した者 

（６）本校において、高等学校を卒業した者に準ずる学力があると認めた者で１８歳に達

した者 

 

【入学手続き】 

第１１条  本校の入学手続きは、次のとおりとする。 

本校に入学しようとする者は、本校所定の入学願書等に必要事項を記載し、第２４条に定

める受験料を添えて、指定期日までに出願しなければならない。 

 

【入学者】 

第１２条  前条の手続きを終了した者に対して入学試験を行い試験に合格した者とする。 

 

【入学許可】 

第１３条  本校に入学を許可された者は、許可のあった日から２週間以内に入学者誓約書兼保証書

（様式第１号）とともに、第２４条に定める入学金を添えて手続きをとらなければならない。 

 

【休学・復学】 

第１４条  学生が、疾病その他やむを得ない事由により３か月以上出席することができないときは、

所定の届出用紙（様式第２号）にその事由を記し、校長の許可を受けなければならない。但

し、疾病による場合は、医師の診断書を添えるものとする。 

２．休学期間は１年以内とし、入学時から３年間（修得者課程の場合は２年間）で全課程を修

了する見込みのある者とする。休学該当期の既修課目は単位として算入せず、復学後再履修

することとする。 

３. 休学期間は在学期間に算入されない。 

４．前項の者が復学しようとする場合は、所定の届出用紙（様式第３号）を提出し、校長の許

可を受けなければならない。 

５．休学期間満了後もなお復学できない時は、校長は退学を命ずることがある。 

 

【退 学】 

第１５条  退学しようとする者は、本校所定の届出用紙（様式第４号）にその事由を記し、校長の許

可を受けなければならない。 

 

【編入・転入】 

第１６条  本校への編入学（他の養成施設から）・転入学（同一の養成施設内）を希望する者がある場

合、学習の進展が同程度であり、かつ、やむを得ない事情があると認めた場合には、選考の

上許可することができる。（本校所定の届出用紙（様式第５号）を提出） 

２．原則として、同一科のみの編入学・転入学とする。 
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【除 籍】 

第１７条  次の各号に該当する者は、除籍処分とする。 

（１）授業料及び実習費の納付を怠り、督促してもなお納付しない者 

（２）定められた在学期間を経過した者 

（３）死亡した者又は長期間にわたり行方不明の者 

 

 

【学習評価】 

第１８条  学期末及び進級・卒業認定試験は、必修課目・選択必修課目とも１００点満点とし、学科

合格点６０点以上、実技合格点７０点以上とする。 

合格点に達しない者については、追試験・再追試験を行う。 

 

【卒業認定の基準】 

第１９条  学則第７条に定める教科課目を履修すること。 

欠席が出席すべき教科課目の授業時間の１/３（実習を伴う教科課目にあっては１/５）を

超える場合は、当該課目の履修を認めず、卒業はできない。ただし、１/３以内の場合は、理

容師・美容師になるための十分な知識及び技術を身に付けさせるため、法定時数に満たない

時間数の補習を行う。 

２．学則第１８条に定める基準に達した者。 

３．毎年２月中旬、校長及び卒業判定教員で構成する卒業判定会議において卒業を認定する。 

４．修得者課程の卒業認定は、他方の資格養成施設の通常の教科課程を卒業していること。 

尚、修得者課程の履修のみでは同課程の卒業認定は認めない。 

 

【称号の授与】 

第２０条  本校所定の専門課程で修業年限２年以上の学科を修了した者で衛生専門課程の修了者に

は専門士（衛生専門課程）の称号を授与する。 

 

【褒 賞】 

第２１条  成績優秀にして他の模範となる者は、これを褒賞することができる。 

 

【懲 戒】 

第２２条  校長は、次の各号のいずれかに該当する行為をした者を懲戒に処する。 

（１）法令及び学則等の本校の規則規定に違反する行為をした者 

（２）性行不良で改善の見込みがないと認められる者 

（３）正当の理由がなくて出席が常でない者 

（４）学力劣等で成績の見込みがないと認められる者 

（５）学校の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者 

２．懲戒の種類は、退学、停学、訓告とし、前項各号に規定する行為が重大である場合には退

学とする。 

 

【入学期】 

第２３条  入学は毎年４月１日とし、入学式の日時等はその都度決めて行う。 
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第５章 受験料・入学金・授業料及び実習費 
 

【受験料・入学金・校舎維持費】 

第２４条  受験料、入学金及び校舎維持費は別表３のとおりとし、別に定める納期までに納入しなけ

ればならない。 

第２５条  入学手続きを完了している者が入学式の前に入学を辞退した場合は、納入した校舎維持費

を返還する。 

 

【授業料・実習費】 

第２６条  本校の授業料及び実習費は別表３のとおりとし、年３期に分け、４か月分まとめて、授業

の出席の有無にかかわらず納入しなければならない。 

 

【その他】 

第２７条  授業料及び実習費の納付を納期後４か月以上怠ったときは、出校停止を命ずることがある。 

第２８条  個人で使用する教材器具は、各々において準備する。 

 

 

 

 

第６章  保 証 人 
 

【保証人】 

第２９条  学生は、入学者誓約書兼保証書（様式第１号）により、入学時に自身の保証人を届け出る

ものとする。 

２．保証人とすることができる者は、父母若しくは学生の３親等以内の親族である成年者、ま

たは独立して生計を営む成年者で、かつ日本国内に居住している者とする。 

３．学生は保証人を変更する場合は、速やかに本校へ届け出るものとする。 

第３０条  保証人は、学生の連帯保証人として、授業料、実習費、校舎維持費又は教材費の納付につ

いて連帯して保証するものとする。 

２．保証人は、保証人となっている学生の学籍異動に関すること並びに誓約書の遵守に関する

ことについて、当該学生と連帯してその責に任ずる。 

３．保証人は、保証人となっている学生について、本規定に定めのない事項が生じた場合は、

本校と協議の上対応するものとする。 
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第７章 付帯教育事業 
 

第３１条  本校に付帯教育事業として通信課程をおく。 

 

【通信課程の学科及び修業年限・定員】 

第３２条  通信課程の学科・修業年限及び定員は次のとおりとする。 

 学科名 課程名 修業年限 入学定員 総定員 学級数 

衛

生

課

程 

理容科 

専門課程 
３ヶ年 

３０人 ９０人 ４ 高等課程 

美容修得者課程 １.５ヶ年 

美容科 

専門課程 
３ヶ年 

４０人 １２０人 ４ 高等課程 

理容修得者課程 １.５ヶ年 

 

【通信養成を行う地域】 

第３３条  通信養成を行う地域は関東以北全域とする。 

 

【通信課程の単位数】 

第３４条  通信課程の教科別面接指導を行う単位数は別表２－１のとおりとする。修得者課程におい

ては別表２－３のとおりとする。 

 

【通信課程の面接指導】 

第３５条  通信課程の面接指導は、別表２－２のとおりとする。 

２．理容科・美容科の同時授業を行う教科課目は別表２－１のとおりとする。但し、理容師養

成施設指定規則（平成１０年厚生省令第５号）・美容師養成施設指定規則（平成１０年厚生省

令第８号）に該当の場合とする。 

３．修得者課程の面接指導は別表２－３のとおりとする。 

 

【入学資格】 

第３６条  通信課程の入学資格は次のとおりとする。 

学校教育法第９０条及び学校教育法第５７条に規定する者。 

２．理(美)容師修得者課程については、理(美)容師免許取得者若しくは理(美)容師養成施設を

卒業又は卒業見込みの者で、入所試験に合格した者。 

 

【入学手続き】 

第３７条  通信課程の入学手続きは次のとおりとする。 

通信課程に入学しようとする者は、本校所定の入学願書等に必要事項を記載し第４４条に

定める選考料を添えて指定期日までに出願しなければならない。 

 

【入学者】 

第３８条  前条の手続きを終了した者に対して入学選考を行い、選考に合格した者とする。 

 

【入学許可】 

第３９条  通信課程に入学を許可された者は、誓約書（様式第６号）とともに、所定の期日までに 

第４７条に定める入学金を添えて入学手続きをとらなければならない。 
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【休学・復学】 

第４０条  休学又は復学しようとする者は、本校所定の届出用紙（様式第７号）にその事由を記し、

校長の許可を受けなければならない。 

２．休学は原則として入学時から５年間で全課程を修了する見込みのある者とする。 

３．修得者課程の休学は原則として入学時から２.５年間で全課程を修了する見込みのある者

とする。 

４．前項の者が復学しようとする場合は、所定の届出用紙（様式第８号）を提出し、校長の許

可を受けなければならない。 

 

【編入・転入】 

第４１条  編入又は転入しようとする者は、本校所定の届出用紙（様式第５号）にその事由を記し、

校長の許可を受けなければならない。但し、同一の入学年次及び同一の入所時期内での編入

又は転入とする。 

 

【退 学】 

第４２条  退学しようとする者は本校所定の届出用紙（様式第９号）にその事由を記し、校長の許可

を受けなければならない。 

 

【卒業認定の基準】 

第４３条  所定の単位（日本理容美容教育センターの定める課題）を修得した者で、学則第３５条に

定める面接指導を修了すること。欠席が出席すべき教科課目の授業時間の１/３（実習を伴う

教科課目にあっては１/５）を超える場合は、当該課目の履修を認めず、卒業はできない。た

だし、１/３以内の場合は、理容師・美容師になるための十分な知識及び技術を身に付けさせ

るため、法定時数に満たない時間数の補習を行う。 

２．在籍期間は原則として入学時から５年間で全課程を修了する見込みのある者とする。 

３．修得者課程の在籍期間は原則として入学時から２.５年間で全課程を修了する見込みのあ

る者とする。 

４．修得者課程の卒業認定は、他方の養成施設の教科課程を履修（卒業）していること。尚、

修得者課程の履修のみでは同課程の卒業認定は認めない。 

 

【褒 賞】 

第４４条  成績優秀にして他の模範となる者はこれを褒賞することができる。 

 

【懲 戒】 

第４５条  次の場合は除籍（退学）処分とする。 

学校教育法施行規則第２６条に準ずる。 

２．３か月以上住所不明、連絡が取れない者 

３．報告課題の提出につき、督促をもらった場合において、その督促の日から３か月以上の期

間を経過しても回答のない者 

４．授業料及び実習費を支払期日より３か月以上滞納した者 

５．その他、学業を継続する意思がないと認められる者 

 

【入学期】 

第４６条  入学は毎年１０月１日とし、入学式の日時等はその都度決めて行う。 
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【選考料・入学金・校舎維持費】 

第４７条  選考料、入学金及び校舎維持費は別表３のとおりとし、別に定める納期までに納入しなけ

ればならない。 

第４８条  入学手続きを完了している者が入学式の前に入学を辞退した場合は、納入した校舎維持費

を返還する。 

 

【授業料・実習費】 

第４９条  通信課程の授業料及び実習費は別表３のとおりとし、授業料は年２期に分け６か月分をま

とめて納入しなければならない。実習費は年額とし、２回に分けて面接指導期に納入する。 

２．修得者課程の授業料及び実習費は１.５年で３期に分けて面接指導期に納入する。尚、他方

の通常課程の履修が完了しない場合（卒業できない場合）であっても、それを理由に納入金

の返還はできない。 

 

【添削指導のための組織等】 

第５０条  教育相談窓口を設置し、随時質問・相談を受け付ける。 

第５１条  通信授業及び添削指導に係る事務の一部を社団法人日本理容美容教育センターに委託す

る。（委託業務の内容、教材の配本は別表４のとおりとする。） 

 

 

 

 

第８章  雑  則 
 

第５２条  この学則の施行に関して必要な規定は、校長において之を定める。 

 

 

 

【附 則】 

この学則は、平成１１年４月１日から施行する。 

但し、別表３のうち、中卒者補講料については、１０期生から適用する。 

２．この学則の施行に関して必要な規定は、校長において之を定める。 

【附 則】 

   この学則は、平成１２年２月２１日から施行する。 

【附 則】 

   この学則は、平成１３年４月１日から施行する。 

【附 則】 

   この学則は、平成１５年４月１日から施行する。 

   但し、通信課程は０２期生から適用する。 

【附 則】 

   この学則は、平成１８年４月１日から施行する。 

   但し、通信課程は０３期生から適用する。 

【附 則】 

   この学則は、平成２１年４月１日から施行する。 

   但し、通信課程は０９期生から適用する。（別表３については０８期生より適用） 

【附 則】 

この学則は、平成２３年４月１日から施行する。 

   但し、通信課程は、平成２３年１０月１日から施行する。 
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【附 則】 

この学則は、平成２４年４月１日から施行する。 

   但し、通信課程は、平成２４年１０月１日（１２期生）から施行する。 

【附 則】 

この学則は、平成２５年４月１日から施行する。 

   但し、通信課程は、平成２５年１０月１日から施行する。 

【附 則】 

この学則は、平成２６年１０月１日から施行する。 

   但し、通信課程のみとする。 

【附 則】 

   この学則は、平成２７年１０月１日から施行する。 

但し、通信課程１５期生から適用する。 

【附 則】 

   この学則は、平成２８年４月１日から施行する。 

但し、別表１ 選択課目については、第１学年生より適用する。 

【附 則】 

   この学則は、平成３０年４月１日（平成３０年４月入学生より適用）から施行する。 

   ただし、通信課程は平成３０年１０月入学生から適用する。 

【附 則】 

   この学則は、２０１９年１０月入学生から適用する。 

【附 則】 

   この学則は、２０２３年４月から適用する。 

【附 則】 

   この学則は、２０２４年４月１日から適用する。 


